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令和６年度 越谷市社会福祉施設等指導監査実施計画 
 

令 和 ６ 年 ４ 月 
越谷市福祉部福祉総務課 

 
越谷市が所管する社会福祉法人並びに社会福祉施設及びサービス事業所の適

正な運営確保を目的とした指導監査を実施するための計画を次のとおり定める。 
 

 

１ 実施方針 
（１）利用者の立場に立った指導監査 
  利用者に安心かつ安全なサービスが提供されるよう、社会福祉施設及びサ

ービス事業所の運営管理について適切な支援を行う。 
（２）効率的・効果的な指導 

指導の効率化及び指導時の文書削減を図りつつ、サービスの質の確保・向上

（よりよいケアの実現）、利用者の保護、不適正事案等の防止に効果的な実地

指導を行う。 
（３）改善の徹底、機動的な監査 

指導事項の改善が確認できない場合は、必要に応じて責任者の呼び出し、連

続した指導・監査などの措置を講じ改善の徹底を図る。また、苦情・通報、事

故報告等により、著しい運営基準違反及び給付費の不正請求等が疑われる場

合は、迅速な特別指導監査及び監査を実施するなど機動的に対応する。 
 
 
２ 重点事項 
（１）社会福祉法人 

重点事項 着眼点 
理事会等運営 理事会及び評議員会において、続けて欠席している理事又は

評議員がいないか。 
人事管理 「施設長等の重要な役割を担う職員」を定款又はその他の規

定等において明確に定めているか。 
登記 変更登記について、期限内に登記を完了しているか。 
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（２）社会福祉施設・サービス事業所 
重点事項 着眼点 

人員基準 職員・従業者の員数は条例で定める基準等を満たしているか。 
報酬基準 法令に基づく報酬、給付等の請求を適正に行っているか。 
運営基準 以下の項目において、適正な運営を行っているか。 
 事故防止・ 

安全計画等 
研修実施、委員会開催など事故防止に最善の注意を払うととも

に、事故が発生した場合の体制を整備し、原因分析や再発防止

策の検討を行っているか。関係機関に速やかに事故報告を行っ

ているか。〔保育〕安全計画に基づく対応を行っているか。 
 虐待防止・ 

身体拘束廃

止 

研修実施、委員会開催など虐待防止・身体拘束廃止に向けた具

体的かつ効果的な取組を行っているか。利用者の意思・人格を

尊重したサービス提供に努めているか。 
 非常災害対

策等 
〔保育〕非常災害に備えるため、毎月、避難及び消火訓練を実

施し、記録しているか。 
〔介護・障害〕非常災害発生等に備えた業務継続計画を策定し、

当該計画に基づく対応を適切に行っているか。 
 感染症対策 感染症及び食中毒の予防、まん延の防止のための取組みを適切

に行っているか。 
 業務管理体

制整備 
新規参入事業者の届出や既届出事業者の届出事項変更に伴う

変更届を適正な機関に遅滞なく行っているか。 
 
 
３ 一般指導監査・指導（定期実地指導） 対象・実施時期・結果の公表 
令和６年５月～令和７年３月に、次の事業者を対象に一般指導監査及び指導

（実地指導）を実施する。なお、当該年度に実施する保育施設等に対する指導監

査（実地指導）については、より適切な施設・事業所運営を促すことを目的に、

翌年度当初に施設ごとの指摘事項や改善状況等を市ホームページに掲載する。 
（令和６年４月１日時点） 

種別 総数 対象数 実施周期（原則） 

社会福祉法人 ２０ ８ ３年に１回 

社会福祉施設・ 

サービス事業所 

老人福祉施設 

介護保険サービス 

６３８ 

 

１４６ ３〜６年に１回 

障害者支援施設 

障害福祉サービス 

４２３ １３６ ３年に１回 

児童福祉施設※ 

保育サービス※ 

１９３ １０４ １～６年に１回 

※児童福祉施設に公立保育所３施設・保育サービスに幼保無償化対象１０サービス含む。

以上 
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令和５年度 越谷市社会福祉施設等指導監査実施実績 

１ 集団指導 

 集団指導は、介護給付等(介護)、自立支援給付等(障がい)、施設型給付等(保育)の対象施

設・事業所に対し、正確な情報伝達・共有による不正等の行為の未然防止を目的として、年

1回、講習等の形式で実施しております。 

 令和 5年度は、コロナ禍後の効果的な実施方法を模索し、以下のように実施しました。 

○実施方法 

種別 方法 

介護保険サービス オンラインシステム(Zoom ミーティング) 

市ホームページ掲載資料の閲覧 障害福祉サービス 

保育施設等 
市ホームページ掲載資料の閲覧 

集合形式 

 

○参加数 

種別 対象数 参加数 参加率 

介護保険サービス 438 310 71％ 

障害福祉サービス(障害者) 256 183 71％ 

障害福祉サービス(障害児) 146 85 58％ 

保育施設等 176 114 65％ 

 

２ 一般指導監査・指導(定期実地指導) 

 施設や各種サービス事業者の運営状況を確認し、適正な事業運営及び施設運営を図るとと

もに、各種サービス等の質の確保及び給付費請求の適正化を図ることを目的に実施しており

ます。また、当該指導監査に合わせ、市が権限を有する事業者に対する、業務管理体制検査、

市が所轄庁となる社会福祉法人の法人運営に対する指導監査を実施しております。 

 令和 5年度は、以下のとおり実施しました。 

○実施件数 

種別 予定 実績 実施率 

社会福祉法人 7 6 86％ 

介護保険サービス 147 117 80％ 

障害福祉サービス(障害者) 94 80 85％ 

障害福祉サービス(障害児) 39 43 110％ 

保育施設等 103 53 51％ 
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○指摘件数 

種別 指導事項 注意事項 助 言 指摘なし 

社会福祉法人 0 27 38 0 

介護保険サービス 11 108 243 0 

障害福祉サービス(障害者) 21 166 172 0 

障害福祉サービス(障害児) 4 60 91 0 

保育施設等 0 21 36 27 

※指摘事項は、指導内容の軽重により指導・注意・助言にランク分けしています。 

 指導事項・・・改善のための必要な措置をとるべき事項 

 注意事項・・・違反の程度が軽微である事項又は指導を行わずとも改善が見込まれる事項 

 助言・・・事業運営に資するものと考えられる事項 

 

 

３ 特別指導監査・監査 

 「一般指導監査・指導(定期実地指導)」に対し、運営に不正又は著しい不当があったこと

を疑うに足る理由があるときなどは「特別指導監査・監査」を実施しております。なお、監

査ではその報告等が虚偽である場合においては、サービスの指定取り消しや罰金などの強い

罰則規定がある点において、指導とは大きく異なります。 

 令和 5年度は、以下のとおり実施しました(一部継続して実施中)。 

○違反・不正の疑い件数 

種別 人員基準 運営基準 
虐待・人格 

尊重義務 
不正請求 

不正の手段

による指定 

介 護 1 0 2 1 0 

障 害 1 0 0 2 1 

障害児 3 0 0 1 2 

保 育 0 0 0 5 0 

 

○結果件数 

種別 処分 改善指導 指導なし 継続中 

介 護 0 2 1 1 

障 害 0 0 1 3 

障害児 0 4 0 2 

保 育 0 5 0 0 
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日程調整 

・実地指導の概ね１か月前までに日程調整のため
の電話連絡をします。 

・原則として午前又は午後の半日単位で実施しま
す（規模等により異なる）。 

 

実施通知 
・事業所(管理者宛)に実施通知を送付。 
・実施通知の中に「事前提出資料」及び「当日準

備資料」が記載してあります。 

 

 
 
 

準 備 

・自主点検表は、越谷市公式ホームページに掲載
している様式で作成。 

・自主点検表及び事前提出資料は２セット作成し、
１部は事業所保管分、１部は市に提出。 

・「当日準備資料」は、必要に応じて当日、確認す
る資料ですので、当日に求められたらすぐに取
り出せるように整理しておいてください。 

 

 
事前提出 

・自主点検表を含む事前提出資料を実地指導の約
２週間前（通知の中に指定のあった日）に提出
してください。 

 

 
 
 
 

実地指導 
当日対応 

・当日は原則として市職員２～３人で伺います 
（規模等により異なる）。 

・当日の対応者は、管理者又はサービス管理責任
者など、人員体制や運営全般、サービス提供、
報酬請求について御説明いただける方（１人以
上）としてください。 

・必要に応じて他の従業者、場合によっては利用
者から聞き取ることもあります。 

・当日の指導内容については、確実に記録し、改
善に取り組んでください。 

・後日、市から問い合わせ、確認、口頭指導等が
ある場合もあります。 

 

結果通知 
・実地指導の結果は、指導事項の有無にかかわら

ず、翌月又は翌々月に送付します。 

 

        

 

 

 

 

 

改善報告 

・通知に記載された指導事項については、通知に

記載してある報告期限（１～２か月後）までに、

改善状況をまとめ、改善報告書を提出します。 

・通知の指導事項の改善が報告書で確認できたら、

実地指導は完了となります。 

 

 

 

 

越 

 

 

谷 

 

 

市 

 

 

 

 

事 

 

 

業 

 

 

者 

実 地 指 導 の 流 れ 

5



 

 

 

 

 

用語について 

 

「越谷市◎◎の設備及び運営に関する基準を定める条例」 ➡ 「基準条例」 

「◎◎サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 ➡ 「単位数表」 

「厚生労働大臣が定める基準（平 27 厚生労働省告示 95）」 ➡ 「大臣告示」 

「◎◎サービスの人員、設備及び運営に関する基準について」 ➡ 「基準解釈通知」 

「◎◎サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて」 ➡ 「単位数留意事項」 

「令和６年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.◎）」 ➡ 「QA◎」 

 

 

注意事項 

 

今回の改正で、大きく変更した内容や多くの市内事業者に影響のある内容を載せています。

各サービスの費用（単位）に係る詳細や、改正全体の内容につきましては、厚労省 HP 等から

確認してください。 

 

本資料では、例として特定のサービスの基準条例を載せています。各サービスの基準条例

の詳細（全文）は、市公式ホームページに掲載していますので、必ず内容を確認してください。 

 

質問がある場合は、関連通知、基準条例等のどの部分（該当箇所）に疑義があるかを明記し

たうえで、事業所（或いは法人）の見解等を記入したもの（任意書式）をメール等により、介護

保険課へ送付してください。 

原則、電話等の口頭による質問はお受けいたしませんので、あらかじめご了承願います。 

なお、回答には、時間がかかりますこと、重ねてご了承願います。 

 

 

  

報酬改定について 
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●管理者の責務及び兼務範囲の明確化 [全サービス] 

 

 

訪問介護 〔基準条例第６条〕 

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとする。 

 

 

基準解釈通知より 

用語の定義「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤

務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達していることをいうも

のである。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短

縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱う

ことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路

を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含

む。）の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考

えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時

間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によっ

て行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定

訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その

勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

（以下、略） 

 

基準解釈通知より 

（３） 管理者（居宅基準第６条） 

指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業

務 に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障が

ないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等であ

る必要はないものである。 

 ① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合 

 ② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職
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務 に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に

従事する時間帯も、当該指定訪問介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる

事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じな

いときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この

場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過

剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提

供を行う看護・介護職員と兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られている 場

合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定訪問介護事

業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場

合などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

 

管理者の責務について（QA１ 問 184 より） 

「指定居宅サー ビス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 」 （平成１１年

９月１７日付け老企第２５号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基

本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で

把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守

させるために必要な指揮命令を行うこととしている。 

（以下、略） 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 

◇ QA１ 問 184 

 

※なお、上記は条例等における規定を案内するものです。居宅サービス事業所等の管理者

の兼務に関する本市の具体的な取り扱いについては、下記 URL の市ホームページ「介護

保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について（ページ番号：91329）」

に掲載する内容を必ずご確認ください。（令和６年９月下旬公開予定） 

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/kaigohoken/zigyousya/kanri

sha_kenmu.html 
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https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/kaigohoken/zigyousya/kanri


 

●「書面掲示」規制の見直し [全サービス] 

 

訪問介護 〔基準条例第３３条第３項〕 

指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

※経過措置１年間 （令和７年３月３１日まで） 

 

 

基準解釈通知より（抜粋） 

指定訪問介護事業所は、原則として、重要事項を当該指定訪問介護事業者のウェブサイ

トに掲載することを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介

護サービス情報公表システムのことをいう。 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 

 

 

 

●テレワークの取扱い [全サービス（居宅療養管理指導を除く）] 

 

◇「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関

する留意事項について」（介護保険最新情報 Vol.1237）参照 
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●業務継続計画（BCP）未策定事業所に対する減算の導入  

[全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）] 

 

基準条例が令和３年度に改正され、３年間の経過措置があったが、令和６年４月１日から義

務化されている。 ※減算率はサービスにより異なる 

 

訪問介護 〔基準条例第３１条の２〕 

(業務継続計画の策定等) 

指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定

訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業

務継続計画の変更を行うものとする。 

 

 

 

訪問介護 〔単位数表〕 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

 

大臣告示 

訪問介護費における業務継続計画未策定減算の基準 

運営基準に規定する業務継続計画の策定等の措置を講じていること 

 

 

業務継続計画未策定減算 

    施設・居住系サービス ： 所定単位数の 100 分の 3 に相当する単位数を減算 

    その他のサービス    ： 所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

※ 経過措置１年間 

令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の

整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を

適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和７
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年３月３１日までの間、減算を適用しない。 

 

◇ 基準条例 （経過措置終了） 

◇ 単位数表・大臣告示参照 

◇ 単位数留意事項参照 

◇ QA１ 問 164～166 参照  （問 164 は QA６で修正あり） 
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●高齢者虐待防止の推進 

[全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）] 

 

基準条例が令和３年度に改正され、３年間の経過措置があったが、令和６年４月１日から義

務化されている。  

 

訪問介護 〔基準条例第３９条の２〕 

(虐待の防止) 

指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、

その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

(4) 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

 

 

訪問介護 〔単位数表〕 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減

算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

 

大臣告示 

訪問介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準 

運営基準に規定する高齢者虐待防止措置を講じていること 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

     所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

 

◇ 単位数表・大臣告示参照 

◇ 単位数留意事項参照 

◇ 基準解釈通知参照 

◇ QA１ 問 167～170 参照 

 

12



 

●身体的拘束等の適正化の推進 

[短期入所系サービス、多機能系サービス] 

 

 

短期入所生活介護 〔基準条例第 154 条〕 

(指定短期入所生活介護の取扱方針) 

4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を

行ってはならない。 

5 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その内容等につ

いて利用者又はその家族に対してできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努め

るとともに、身体的拘束等を行った場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

 

 

訪問介護 〔単位数表〕 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

 

大臣告示 

短期入所生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準 

運営基準に規定する身体的拘束等の適正化のための措置を講じていること 

 

 

身体拘束廃止未実施減算 

     所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

     ※ 減算適用について経過措置１年間 

        短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化

のための措置（委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付

ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、

基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。 
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◇ 単位数表・大臣基準告示参照 

     ◇ 単位数留意事項参照 

     ◇ 基準解釈通知参照 

 

  （注） 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介

護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束

等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録することを義務付ける。 

 

  （注） 「身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録」の保存期間について、越谷市では独自の期間を設定している

ため、基準条例を確認すること。 

 

 

●協力医療機関との連携体制の構築 

[介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 

介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護] 

      

在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連

携体制を構築するために、基準条例の改正が行われた。詳細は、基準条例を参照 

 

     ◇ 基準条例参照 

     ◇ 基準解釈通知参照 

➡「１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等

の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、（指定権者）に届け出

なければならない」については、「協力医療機関に関する届出書」（市ホームペ

ージ：ページ番号 8197 に掲載）を使用 

     ◇ QA１ 問 124・125 参照 
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●緊急時等の対応方法の定期的な見直し 

[介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設] 

 

介護老人福祉施設 〔基準条例２３条の２〕 

(緊急時等の対応) 

指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているとき

に入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第３条第１

項第１号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療

機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回

以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対

応方法の変更を行わなければならない。 

 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 

 

 

●利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置の義務付け 

[短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス] 

 

 

短期入所生活介護 〔基準条例第１６６条の２〕 

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の設置) 

指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務

の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図

るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。 

 

※ 経過措置３年間 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 
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●生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化 

[特定施設入居者生活介護] 

 

特定施設入居者生活介護 〔基準条例第２１８条〕 

(従業者の員数) 

９ 次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア及び第２

項第２号アの規定の適用については、これらの規定中「１」とあるのは、「０．９」とする。 

(1) 第２３７条において準用する第１６６条の２に規定する委員会において、利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する

次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認し

ていること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」

という。)の定期的な点検 

オ 特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、

特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組に

よる介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 

 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 

◇ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における

生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点につ

いて（介護保険最新情報 Vol.1236 の中にあり） 

➡「指定権者への届出等」については、「特定施設等における生産性向上に先

進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る

届出書」等（市ホームページ：ページ番号 8197 に掲載）を使用 
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●介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基

準の緩和 〔短期入所療養介護、介護老人保健施設〕 

 

『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』 参照 

 

（介護保険最新情報 Vol.1220）『「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点につ

いて』 参照 

➡「指定権者への届出等」については、「テクノロジーを導入する場合の夜間の

人員配置基準（従来型）に係る届出書」（市ホームページ：ページ番号 8197 に

掲載）を使用 

 

 

●特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化 〔特定施設入居者生活〕 

 

全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、

入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介

護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和し

た上で、基本サービスとして行うこととする。 

 

特定施設入居者生活介護 〔基準条例第２２８条の２〕 

(口腔衛生の管理) 

 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立し

た日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に

応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

 

※経過措置３年間 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 
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●外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し 

[通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、 

施設系サービス] 

 

    ◇ 厚生労働省 HP 参照 

 

 

●福祉用具について  

[福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援] 

 

  ・一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 

  ・モニタリング実施時期の明確化 

  ・モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 

◇ 『厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚

生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用

具の種目』 参照 

◇ 『介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて』 参照 

     ◇ QA１ 問 98～105、112、113 参照 
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●介護支援専門員１人当たりの取扱件数 [居宅介護支援] 

 

居宅介護支援 〔基準条例第３条〕 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定

介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の規定により

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当

該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第５８条第１項に規定する

指定介護予防支援をいう。以下この項及び第１４条第２６号において同じ。)を行う場合に

あっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における

指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じて得た数を加えた数。次項において

同じ。)が４４又はその端数を増すごとに１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保

険中央会(昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された

法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事

業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のた

めの情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項に

規定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

 

 

◇ 基準条例参照 

◇ 基準解釈通知参照 

◇ 居宅介護支援費（ⅰ）、居宅介護支援費（ⅱ）、居宅介護支援費（ⅲ）について、 

   単位数表と単位数留意事項を参照 

◇ QA１ 問 114・115 参照 

 

 

●介護予防支援の円滑な実施 [居宅介護支援、介護予防支援] 

 

  地域包括支援センターの設置者に加え、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて介護

予防支援事業を行うことが可能となったことから、基準条例の改正が行われた。詳細は、

基準条例を参照 

 

     ◇ 基準条例参照 

 

 

 

19



 

●訪問介護における同一建物減算  [訪問介護] 

 

  訪問介護 〔単位数表〕 

指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の

建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内

建物等」という。）に居住する利用者（指定訪問介護事業所における１月当たりの利用

者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は

指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住す

る建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行

った場合は、１回につき所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定し、指定

訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住

する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、１回につき所

定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣

が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利

用者（指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０

人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）に対して、指定訪問介護を行った場

合は、１回につき所定単位数の１００分の８８に相当する単位数を算定する。 

 

 

 

  大臣告示 

訪問介護費における指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物又は指定訪問介護事業所と同一の建物（以下この号において「同一敷地内

建物等」という。）に居住する利用者に対して指定訪問介護を行う指定訪問介護事業

所の基準 

正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前六月間に提

供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提

供されたものの占める割合が百分の九十以上であること。 

 

 

     ◇ 単位数表 参照 

     ◇ 大臣告示 参照 

     ◇ 単位数留意事項 参照 

◇ QA１ 問 9～13 参照 

 

 

20



 

●同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント [居宅介護支援] 

 

（単位数表） 

指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物若しくは指定居宅介護支援事業所と同一の建物（以下この注において「同

一敷地内建物等」という。）に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所におけ

る１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位

数の１００分の９５に相当する単位数を算定する。 

 

 

◇ 単位数表 参照 

◇ 単位数留意事項 参照 

 

 

●理学療法士等による訪問看護 [訪問看護] 

 

（単位数表） 

イ（５）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所に

ついては、１回につき８単位を所定単位数から減算する。 

 

 

  

大臣告示 

指定訪問看護における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関

する減算に係る施設基準 

次に掲げる基準のいずれかに該当すること。 

イ 当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。 

ロ 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算のいずれも算定

していないこと。 

 

 

◇ 単位数表 参照 

◇ 大臣告示 参照 

◇ 単位数留意事項 参照 
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介護離職の防止等を目的として、介護事業所で働く従業員の方を対象とした介護相談窓

口を、埼玉県立大学との共同事業により開設しています。 

【担当窓口】※予約制 越谷市地域共生部 介護保険課 計画担当 電話 963‐9305（直通） 

【開設日時・場所】以下、表のとおり 

 

 

 

介護相談窓口について 
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消防局予防課 
令和６年度(2024 年度)集団指導資料 

社会福祉施設等における火災予防対策について 
                     

１ 社会福祉施設で発生した過去の火災 

発生日 場所 用途 発生時刻 消防覚知 人的被害 

H20.6.2 神奈川県綾瀬市 知的障害者施設 2:28 頃 2:33 
死 者 3 名 

負傷者 1 名 

H20.11.13 宮城県仙台市 老人福祉施設 1:20 頃 1:24 負傷者 33 名 

H20.12.26 福島県いわき市 小規模多機能施設 22:04 頃 22:09 
死 者 2 名 

負傷者 3 名 

H21.3.19 群馬県渋川市 有料老人ホーム 22:45 頃 22:55 
死 者 10 名 

負傷者 1 名 

H21.4.7 新潟県糸魚川市 ケアハウス 3:20 頃 3:23 
死 者 1 名 

負傷者 3 名 

H22.3.13 北海道札幌市 
認知症高齢者 

グループホーム 
不明 2:25 

死 者 7 名 

負傷者 2 名 

H25.2.8 長崎県長崎市 
認知症高齢者 

グループホーム 
不明 19:43 

死 者 5 名 

負傷者 7 名 

H29.3.12 愛媛県北宇和郡 障害者支援施設 0:55 頃 1:05 
死 者 3 名 

負傷者 2 名 

 

過去の事例では、人的被害の出ている火災の多くは、夜間に発生しています。夜間

は職員の数が少なく、自力避難困難者が多い社会福祉施設等では、防火安全体制や避

難体制が十分ではないため、被害が拡大しているケースが見られます。 

平成２７年には消防法令が改正され、社会福祉施設等の種類や規模により、スプリ

ンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準や、

自動火災報知設備と火災通報装置の連動が義務化されました。 

このように消防用設備の設置義務化に伴い機械的に火災発生を監視し、自動で消火

を行うことになりましたが、避難については、人の力に頼らざるを得ない状況です。

そのため、各事業所で防火安全体制を強化することが必要であり、昼夜を問わず、避

難誘導を迅速にできるようにすることが重要です。 

２ 出火防止対策 

 根本的な火災予防は出火させないことです。昨年の越谷市における出火原因の上位

は、こんろ、たばこ及び放火となっています。出火防止対策としては、次のようなこ

とが挙げられます。 
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 ⑴ 火気の管理 

ア こんろ上部及び周囲に可燃物を置かない。（ＩＨ（電磁調理器）でも同様） 

  （それぞれの製品に火災予防上安全な離隔距離が決められています。） 

イ ライター等の器具を管理する。 

ウ 喫煙場所を指定し、吸い殻は水に浸してから捨てるなど適切に処理する。 

⑵ 電気機器の管理 

ア 暖房器具等は可燃物から遠ざける。 

イ たこ足配線はせず、プラグ等は乾いた布等で定期的に清掃する。 

ウ 電気コードは家具等の下敷きにならないようにし、コードに折れ、よじれ、 

傷が生じないように注意する。 

エ コンセントや電源タップに許容電流以上の器具を接続しない。 

オ 電気機器等は日常的に点検し、異常を感じた機器等は使用しない。 

 ⑶ 放火防止対策 

ア 建物の外周部に燃えやすいものを置かない。 

イ ゴミは決められた場所、日時に出す。 

  ウ 物置や車庫など、出入りの少ない場所は施錠する。 

  エ 外灯を取付けるなど、建物周囲を明るくする。 

 

３ 延焼拡大の抑制対策（火炎及び煙を抑える） 

万が一出火してしまった際には延焼を拡大させないことが重要です。延焼を拡大さ

せない対策としては次のことが挙げられます。 

 

⑴ 戸は、常時容易に開閉できるように管理し、くさび等での固定や閉鎖障害とな

るような物品を置かない。 

⑵ 居室等に不必要な可燃物を大量に保管しない。 

⑶ 壁や天井などの内装材を不燃材料等にする。 

⑷ 施設内で使用するカーテン、じゅうたん等は、防炎性能を有する物品の使用が

義務付けられています。そのため、防炎である旨の表示が付いた物品でないと防

炎物品として認められません。 

    

⑸ 使用する寝具類等は防炎製品を使用する。（推奨） 

    

防炎規制の対象品（一部） 

カーテン、じゅうたん等の敷物、のれん、

目隠し布、装飾布、合成樹脂製のジョイン

トマットなど 
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４ 早期の発見及び初期消火 

 火災を早期に発見し、できる限り迅速かつ的確に初期消火を行うため、次の点に留

意して施設の体制を整えましょう。 

 

⑴ 消防用設備の日常の点検（該当設備が設置されている場合） 

 ア 消火器は決まった位置に置かれており、容易に持ち出せる状態になっている

か。また、消火器の標識が設置されているか。 

 イ 屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の補助散水栓の扉の前に操作の支障

となる物品等はないか。また、ホースの延長に支障がないか。 

ウ スプリンクラー設備のヘッドの側方３０㎝、下方４５㎝の範囲に散水の妨げ

となるものはないか。また、ヘッドの外形に異常はないか。 

エ スプリンクラー設備の制御弁室及び消火ポンプ室の位置は把握しているか。

また、当該室が物置として利用されていないか。 

オ 自動火災報知設備の感知器の周囲に感知の妨げになるものはないか。また、

感知器が取り外されている等の異常はないか。 

カ 自動火災報知設備の受信機に異常の表示は出ていないか。また、警戒区域一

覧図が備えられているか。 

⑵ 職員の教育、体制 

ア 職員全員に施設にある消火器や他の消防用設備の使用方法を把握させるため、

訓練等を定期的に行う。 

イ 火災を確認しに行くときは消火器を必ず持っていく。 

ウ 火災を発見した場合は大声で火災であることを周囲に伝える。 

エ 火が天井に達してしまうと消火器での初期消火は困難なので、他の消火設備

に切り替えるか避難を優先する。 

 

５ 早期の通報 

火災を発見したら、直ちに消防機関へ通報をしてください。万が一初期消火に失敗

し、火災が拡大した場合は消防機関の消火活動、救助活動に頼らざるを得ません。通

報が遅くなればなるほど火災は拡大し、消防車が到着したときには手遅れという事態

にもなりかねません。通報に関しては次のことに留意しておきましょう。 

 

⑴ 消防機関へ通報する火災報知設備を有効に使用する。 

（消防法令で規定する社会福祉施設等は、自動火災報知設備の感知器の作動と連

動して起動させる必要があります。） 

⑵ 人員が足りない場合に備えて、携帯電話等を準備し、火災の際には携行して現

場確認を行う。 
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⑶ 通報する内容（住所、建物名称、目標となる建物、電話番号など）は、訓練等

を通じ覚えておくほか、電話機付近の見やすい箇所に掲げておく。 

 

※ 火災の通報があった場合は指令センターから次の内容を聞かれます。 
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６ 避難管理 

 初期消火ができず、避難が必要な場合は直ちに利用者の方の避難誘導をしてくださ

い。社会福祉施設では、通常の避難よりも多くの時間が掛かります。次のことに留意

して、日常の管理、職員の教育などの体制を整えましょう。 

 

⑴ 日常の管理 

ア 搬送・歩行の障害となる段差等はないか。 

イ 避難経路となる廊下や階段等に避難障害となるような物品はないか。 

ウ 発見した障害等を職員で共有する。 

⑵ 職員の教育、体制 

ア 第一優先は階段を使用しての避難であるが、いざという時に避難器具を有効 

に使用できるよう避難器具の設置位置、使用方法を把握しておく。 

イ 車イス等を利用する利用者の周囲に、常時、車イス等を配置しておく。 

ウ 火災時に近隣から駆け付ける協力者、従業員等を確保する。 

エ 自力避難困難者は避難階の避難口付近など容易に避難できる場所に配置す 

る。 

オ 自力避難困難者の居室を職員全員が把握する。 

カ 出火場所に近い者から避難誘導する。 

キ 平常時に避難口を施錠する場合は、屋内側から鍵を使わずに解錠できる構造

（サムターン錠等）又は自動火災報知設備と連動し解錠できる構造とする。 

 

７ 消防訓練 

 防火管理者の選任義務が生じる建物は、消防計画に基づいて消火及び避難の訓練を

年２回以上、通報訓練を年１回以上実施する義務があります。なお、実施前に管轄の

消防署へ指定の書類（自衛消防訓練通知書）で通知する必要があります。 

 また、防火管理者の選任義務がない建物は、消防法令における消防訓練の実施義務

はありませんが、定期的に実施することを推奨します。 

 消防訓練は、施設ごとに応じた実効性のある内容を検討して下さい。少数職員によ

る訓練、出火時間や出火箇所を変えての訓練など、実施して見えてきた課題を検討し、

問題を解消して日頃の防火安全体制を構築していきましょう。 

  

８ まとめ 

 防火管理は「自分のところは自分で守る」という自助努力が重要です。建物を使用

する人たちが協力し合い、一丸となって火災の発生を防ぐとともに、いざというとき

に適切な行動がとれるように日頃から体制を整えましょう。 
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お泊りデイサービスに係る消防法の規制について 
 

 

１ 社会福祉施設に必要な消防用設備等の概要 

 

※１ 入居者の介護状態等によっては６項ハに分類されるものもある 

※２ 利用者を入居又は宿泊させるものはすべて必要 

※３ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するもの 

※４ ６項ロに分類されるものでも救護施設、障害児入所施設、障害者支援施設等で、

消防法施行規則で定める介助がなければ避難できない者を主として入所させる

もの以外のものは延べ面積２７５㎡以上で必要 

 

２ お泊りデイサービスについて 

 

デイサービスでも宿泊のサービスを行っている場合は、床面積に関係なく自動火災

報知設備の設置が必要になります。さらに、宿泊サービスが常態化している、又は、

宿泊サービス利用者の半数以上が要介護状態区分３以上、という条件を満たしている

場合、消防法上の用途は６項ロ⑴に該当することになります。６項ロ⑴は床面積に関

係なくスプリンクラー設備、消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備の設置が必

要になります。 

 

 また、防火管理者の選任義務においても、６項ロでは収容人員１０人以上、６項ハ

では収容人員３０人以上と、６項ロの規制が厳しくなっています。 

 

施設の種類 
消防法上の

用途分類 

必要な消防用設備等 

消火器 
自動火災 

報知設備 

消防機関へ 

通報する 

火災報知設備 

スプリンクラー 

設備 

通所施設 ６項ハ 

延べ面積 

１５０㎡以

上で必要 

延べ面積 

３００㎡以上 

で必要 

※２ 

延べ面積 

５００㎡以上 

で必要 

延べ面積 

６０００㎡以上 

で必要（平屋建て

を除く） 

入所施設 
６項ロ 

※１ 
すべて必要 すべて必要 

すべて必要 

※３ 
すべて必要 ※４ 
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住宅用火災警報器の設置及び維持管理について 

１ 概要 

住宅用火災警報器は、越谷市火災予防条例ですべての住宅に設置を義務付け

ています。火災から命を守るためにも、住宅用火災警報器を正しく設置し、適

切に維持管理することが重要です。 

本市消防局では、住宅用火災警報器の設置促進及び適正な維持管理にかかる

広報活動を継続して実施しているところですが、未だ設置されていない住宅も

存在し、設置の義務化から１０年以上が経過したことにより機器本体の劣化や

電池切れが報告されています。 

このことから、住宅用火災警報器について広く周知を図り、住宅火災の被害

を低減させることは、火災予防の重要な役割を担っています。 

住宅用火災警報器の設置率（消防庁報告の推計普及率） 

 越谷市 全国 埼玉県 

該当年月 設置率(％) 設置率(％) 設置率(％) 

令和元年６月 ８１．０ ８２．３ ７７．５ 

令和２年７月 ８１．０ ８２．６ ７８．１ 

令和３年６月 ８３．０ ８３．１ ７９．７ 

令和４年６月 ８３．０ ８４．０ ７９．４ 

令和５年６月 ８１．０ ８４．３ ８０．６ 

 

２ 越谷市で発生した奏功事例 

【事例１】  

家人が入浴中に住宅用火災警報器が鳴動したため確認したところ、ストーブ

付近から火が上がっているのを発見、すぐに濡れたタオルで消火することがで

きた。 

【事例２】  

隣の家で住宅用火災警報器が鳴動していることに隣人が気付き、すぐに１１９

番通報し、被害が最小限で済んだ。 

【事例３】  

家人が就寝中に住宅用火災警報器の鳴動音で目が覚め確認したところ、隣の部

屋から煙が出ていたため、すぐに１１９番通報し、部屋の一部が燃えただけで済

んだ。 
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３ 住宅火災件数の推移 

（住宅火災・・・専用住宅、共同住宅及び店舗併用住宅で発生した火災） 

 

 

４ 過去の住宅火災による死者数に係る住宅用火災警報器の設置状況 

昨年は、高齢者の方が犠牲となる住宅火災が多く発生しました。火災に至る

原因は様々ですが、すべてのお宅で住宅用火災警報器が設置されていない状況

でした。 

 

96

63

81
68 69

84

54
69 75 74

56
41 44 39 45 43

35
47

55 50

23 25 25
17

25 21 17
32 38

28

0

20

40

60

80

100

120

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

火災件数

建物火災

住宅火災

逃げ遅れ 自損 不明 有 無 有 無

4 2

2 1

4 2

2

4 1 1

4 1

1

※１件に対し、複数の死者あり

1 2※

1 1※

1 5 4

住宅火災死者数
逃げ遅れ死者の
住警器設置件数

住警器
設置件数（件）

過去の住宅火災での死者数に係る住宅用火災警報器の設置状況

住宅火災
高齢者死者数
(65歳以上)

死者発生
住宅火災
件数

1
令和5年

（2023年）
1 1 1

1

41

21

4

1

3

3

6

0

1

13145
令和4年

（2022年）

5

2

平成27年
（2015年）

3

平成26年
（2014年）

6

6
平成28年

（2016年）

66
令和3年

（2021年）
4

0

56

令和元年
（2019年）

2 1 1※1

1
平成30年

（2018年）

平成29年
（2017年）

0

0
令和2年

（2020年）

32※
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５ 住宅用火災警報器の設置場所及び取り付ける際の注意点 

【設置場所】 

 

 

※台所には条例上設置義務はありませんが、台所にも設置することを推奨しています。 

 

【取り付ける際の注意点】 
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 ６ 感知器の種類 

感知器の種類は、煙感知器と熱感知器があり、越谷市火災予防条例において、

設置義務が生じる場所には煙感知器を設置しなければなりませんが、自主的に

台所に設置する場合には、熱感知器をお勧めします。また、振動と文字で火災

を知らせるものや、光で知らせるものなど、さまざまな種類があります。更に、

近年は住宅用火災警報器と連動して屋外に警報を発する装置等の機器もあり

ます。 

 

 ７ 維持管理について 

すでに住宅用火災警報器が設置されている住宅は、維持管理が重要です。電

池が切れたときは、短い音が一定の間隔で鳴動するものや「電池切れです。」

と音声で知らせるものなどがあります。 
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社会福祉施設等に関連する消防法の用途分類 （消防法施行令別表第 1 を一部抜粋） 

越谷市消防局 

６項 

イ 医療に関係する施設であるため、詳細は省略する。 

ロ 

（１） 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第一項に規

定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を

主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福

祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居

宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助

事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 

（２） 救護施設 

（３） 乳児院 

（４） 障害児入所施設 

（５） 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項に規定

する障害者又は同条第二項に規定する障害児で当って、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令

で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第五条第八項に規定する短

期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（５）において

「短期入所等施設」という。） 

ハ 

（１） 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（１）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ

（１）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能

型居宅介護事業を行う施設（ロ（１）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 

（２） 更生施設 

（３） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するも

のとして総務省令で定めるもの 

（４） 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に

規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） 

（５） 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（５）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自

立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行

う施設（短期入所等施設を除く。） 

ニ 幼稚園又は特別支援学校 

15 項 前各項に該当しない事業場 

１６項 イ 
複合用途防火対象物のうち、その一部が１項から４項まで、５項イ、６項又は９項イに掲げる防火対象物の用途に供されている

もの 

１６項 ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 

※ 集団指導に関連しない事業の用途記載は省略しています。 

 

【留意事項】 

消防法令における用途の判定は建物で判断され、その結果に応じて規制が異なってきます。 

また、１の建物で事業が複合する場合は、１６項イまたは１６項ロになりますが、管理権原や利用形態によっては

主たる用途に従属され、複合用途とならない場合があります。 

建物用途の例） 養護老人ホーム → ６項ロ⑴ 

障害者支援施設 → ６項ロ⑸ 

保育所 → ６項ハ⑶ 

事務所 → １５項 

養護老人ホーム＋老人デイサービス → ６項ロ⑴＋６項ハ⑴＝１６項イ 

保育所＋共同住宅 → ６項ハ⑶＋５項ロ＝１６項イ 

事務所＋共同住宅 → １５項＋５項ロ＝１６項ロ 
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社会福祉施設等での感染症発生時の対応について 

 

越谷市保健所 感染症保健対策課 

 

 

○感染症対策は、 危機管理対策の１ つ 

福祉施設は多く の人々が利用し 、 集団生活を営むこ と から 、 さ ま ざま な感染症が持

ち込ま れやすく 、 施設内でも 広がり やすいと いう 側面を持ち合わせていま す。  

 日ごろから の「 予防対策の実施」 と 「 発生時の感染拡大防止対策」 が重要です。  

 

【 感染症対策の基本】  

 感染が成立する のは、 下記の３ つの要素がそろっ たと き です。  

1 感染源（ 病原体の存在）  

2 感染経路（ う つる ルート ）  

3 感受性のある 人（ 人）  

こ の３ つの要素のど こ かを 断ち切る こ と で感染拡大は防止でき ま す。  

  

感染拡大を 防止する には・ ・ ・ ・  

  1 感染源( 病原体の存在) ： 消毒、 滅菌 

  2 感染経路( う つる ルート )  ： 標準予防策、 感染経路別予防策 

  3 感受性のある 人( 人) ： ワ ク チン接種 
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【 基本的な対策】  

 ス タ ンダード ・ プリ コ ーショ ン（ 標準予防策）  

 「 全ての人が何ら かの感染症を 持っ ている 」 と いう 考え方です。 全ての利用者の体

液、 血液、 皮膚など 感染の可能性がある と 考え対応する こ と です。  

  

＜標準予防策＞ 

具体的な対応時（ 例）  項目 

  感染の可能性のある も のに触れたと き  

  手袋を外し たと き  

  他の患者に触れる 前 

  手の汚れがあっ たと き  

  配膳の前後 

手洗い 

  感染の可能性のある も のに触れる と き  

  便、 嘔吐の処理時 

 

手袋 

  咳・ 痰の多い患者利用者の介護（ 保育） ケアを 行う と き  

  職員に咳・ く し ゃみのある と き  

 

マス ク  

ゴーグル 

  衣類が汚れそう なと き  

 

ガウ ン 

 

 

●手指衛生 

基本と なる も ので、 手洗いやアルコ ールによ る 消毒のこ と を いいま す。  

 

 日常的手洗い 衛生的手洗い 

方法 水洗い→石鹸での手洗い→

すすぎ→乾燥 

 

水洗い→石鹸での手洗い→すすぎ →

乾燥→アルコ ールによ る 消毒 

効果 眼に見える 汚れがある 場合 眼に見えない汚れの場合 

 

場面 配膳の前後、ト イ レ 等の見守

り 後な ど 日常生活行為の前

後に実施 

感染症流行時に日常的手洗いと 同様

の場面で実施 
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＜感染経路別予防策＞ 

 空気感染 飛沫感染 接触感染 

手指衛生 標準予防策に準ずる  

防
護
用
具 

ガウ ン  

標準予防策に 準ず

る  

衣類の 汚染が 考え

ら れる と き は使用

する 。  

使用後は感染性廃

棄物と し て捨てる 。 

標準予防策に 準ず

る  

衣類の 汚染が 考え

ら れる 時は使用す

る 。  

退室の際、部屋の中

で脱ぐ 。  

使用後は、感染性廃

棄物と し て捨てる 。  

マス ク  

結核の場合、医療従

事者は N 95 マス ク

を着用する 。  

患者の 1～1.5m 以

内に 接近する 時は

サ ージ カ ルマ ス ク

を 着用する 。  

標準予防策に 準ず

る  

手袋 標準予防策に準ずる  

患者の部屋に入る と き はア ル

コ ールベース の擦式消毒薬で

消毒後手袋を 着用する 。  

汚染物に触れたと き には手袋

を 交換する 。  

部屋を 出る 前に手袋を外し 、擦

式消毒薬を 使用する 。 (便など

の有機物付着時は流水で洗う ) 
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○発生時の対応 

 入所者と 職員の健康状態の確認 

 発生日時・ 発生場所を 含む状況の確認 

 受診状況・ 診断名、 検査実施状況 

 臨時感染症対策委員会の開催（ 対策の確認）  

 

 

○特に対策が必要な感染症 

【 入所者・ 職員に起こ り う る 感染症】  

 症状 感染可能期間 

( 潜伏期間)  

感染経路 

新 型 コ ロ ナ ウ イ

ルス 感染症 

発熱、咳、咽

頭痛等 

発症の 2 日前から 発症

後 7～10 日 

・ エアロ ゾル感染 

・ 飛沫感染 

イ ンフ ルエンザ 咳、鼻汁、咽

頭痛等 

発症後 18 ～ 72 時間 

発症後 2 ～ 5 日間は

ウ イ ル ス 排 泄 を 認 め

る 。  

・ 飛沫感染 

・ 接触感染 

結核 ２ 週 間 以 上

続 く 発 熱 、

咳、痰、体重

減少等 

発病後数ヶ 月 ～ 数十

年 

・ 空気感染( 飛沫核感染)  

 

感染性胃腸炎 嘔吐、下痢等 発症後 1 ～ 3 日程度 

有症期間中は、 便から

ウ イ ルス 分離が認めら

れる ので、 その間は感

染する 可能性がある 。  

・ 経口感染 

・ 接触感染 

腸 管 出 血 性 大 腸

菌感染症 

下痢、 血便、

等 

感染後 2 ～ 9 日 （ 多

く は 2 ～ 5 日）  

排菌期間は 1 週間を 過

ぎる と 明ら かに減少す

る 。  

・ 経口感染 

疥癬 皮膚の痒み、

落屑等 

発症後約 1 ヶ 月 

（ 角化型疥癬から の感

染では約 1 週間）  

・ 接触感染 

 

 

初動対応で、「 感染拡大」、「 感染終息」 を左右する  
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【 抵抗力の低い人が罹り やすい感染症】  

  M RSA 感染症 

緑膿菌感染症 

レ ジオネラ 症  など  

【 血液・ 体液を介する 感染症】   

B 型肝炎 

 C 型肝炎 

 H I V 感染症／AI DS 

 

 

 

 

 

 

 

○保健所への報告 

 社会福祉施設等における 感染症発生時にかかる 報告について  

（ 令和５ 年４ 月２ ８ 日）  

 

一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも と 違う ？ 日常の観察が非常に大事 

こ んな時には、 行政への報告が必要です 

発生時には、 直ちに相談し てく ださ い。  

４ ． 社会福祉施設等の施設長は、 次のア、 イ 又はウ の場合は、 市町村等の社会福祉施設

等主管部局に迅速に、 感染症又は食中毒が疑われる 者等の人数、 症状、 対応状況等を報

告する と と も に、 併せて保健所に報告し 、 指示を求める などの措置を講ずる こ と 。  

ア 同一の感染症若し く は食中毒によ る 又はそれら によ る と 疑われる 死亡者又は 

重篤患者が１ 週間内に２ 名以上発生し た場合 

イ  同一の感染症若し く は食中毒の患者又はそれら が疑われる 者が１ ０ 名以上又 

は全利用者の半数以上発生し た場合 

ウ  ア及びイ に該当し ない場合であっても 、 通常の発生動向を上回る 感染症等の発 

生が疑われ、 特に施設長が報告を必要と 認めた場合 

 

５ ． ４ の報告を行った社会福祉施設等においては、 その原因の究明に資する ため、 当該

患者の診察医等と 連携の上、 血液、 便、 吐物等の検体を確保する よ う 努める こ と 。  
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※新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症について も 、 他の感染症や食中毒が発生し た場合と

同様に、上記の「 社会福祉施設等における 感染症発生時にかかる 報告について 」

に基づき 、 １ ０ 名以上又は全利用者の半数以上発生し た 場合、 社会福祉施設等

の主管部局への報告と 、 併せて 保健所への報告を お願いいたし ま す。  

※基準に達する のを 待た ずに、 早めにご 相談いた だいて も 構いま せん。  

感染症の発生時には、感染拡大防止と 再発予防の観点から 保健所の調査が入る 場合

も あり ま す。  

 

 

 

 

 

 

その他提出様式など 詳し い内容は下記を ご参照く ださ い。  

感染症集団発生時の報告について（ 越谷市公式ホームページ）

https://www.ci ty.kosh igaya.sa i tam a.jp/kurash i _ sh isei/fukush i/hoken jo/kansensho/

sh isetsu_ shudankansen .h tm l  

 

感染症に関する 報告・ 相談窓口 

  越谷市保健所 感染症保健対策課 ０ ４ ８ －９ ７ ３ －７ ５ ３ １  

 

食中毒等に関する 報告・ 相談窓口 

  越谷市保健所 生活衛生課 ０ ４ ８ －９ ７ ３ －７ ５ ３ ３  

感染症情報をこ ま めに入手（ 公的機関のホームページなど）  

２ 次元コ ード はこ ちら ↑ 

令和 6 年 10 月 11 日時点変更 
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※　補足説明

●冊子について

・このルールは冊子として作成し、令和４年３月より医療・介護関係者に配
布をしております。

・冊子は越谷市医療と介護の連携窓口（電話048-910-9140）で配布をしてお
りますので、ご連絡をお願いいたします。

・また、以下のホームページにも掲載されております。
　①越谷市医療と介護の連携窓口の事業所向けホームページ
　②越谷市ホームページ（市民向けに加工されているもの）

・診療報酬、介護報酬改定に伴う内容の見直しや専門職の皆様の意見を参考
に、定期的に冊子の改訂を行っており、今年度は秋頃を予定しています。最
新の内容はホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。

71



切れ目のない

医療と介護の連携を目指して

2023年8月
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入退院支援に係る多職種連携のイメージ図

入退院支援ルール対象者

介護保険申請の流れ

病院・在宅チームの協働で目指す入退院支援の視点

入退院支援フローチャート

入退院支援における連携・調整に関する診療報酬・介護報酬について

多職種の連携にあたっての心構え

地域包括支援センターとは

在宅医療連携拠点「越谷市医療と介護の連携窓口」

越谷市内病院連携窓口リスト

「通院・入院時あんしんセット」について

越谷市入退院支援ルール 策定経過

はじめに

16P

1P

2P

4P

3P

5P

6P

7P

8・9P

10・11P

12・13P

14P

15P
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1

高齢化が急速に進んでいる今、市民の医療・介護の需要は更に増えることが予想

され、在宅医療の普及・推進が求められています。

そのような現状の中、誰もが住み慣れた地域で、その人らしい生活を送ることが

できるよう、市内の共通ルールとして、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、

この度、「越谷市入退院支援ルール」を作成いたしました。医療・介護関係者のみ

なさまには、積極的な運用と活用へのご協力をお願いいたします。

本誌が多職種の皆様の業務に役立てば幸いです。

越谷市入退院支援ルールの目的

入退院時に医療機関とケアマネジャー等の専門職が連携を図り、利用者（患

者）の必要な情報を引き継ぐことにより、切れ目ない支援体制を整えることを目

的とします。

ルールの性格・見直しについて

越谷市入退院支援ルールは、強制力を持つということはありません。入退院支

援に関わる職種が連携しやすいように標準的なルールを定めました。利用者（患

者）によって対応は異なりますので、その都度、関係者間で調整をお願いします。

ルールの運用後、定期的に運用状況の確認や評価を行い、必要に応じて関係者間

で適宜見直しを行っていきます。

個人情報の取り扱いについて

医療・介護連携のためには関係者間の情報共有が不可欠ですが、個人情報の取

り扱いには注意が必要です。厚生労働省から「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が示されていますのでご参照くださ

い。
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２

ケアマネジャーがいない場合

ア）退院支援が必要な患者

① 日常生活に支障をきたすような症状がある認知症

② 入退院を繰り返している

③ 入院前より状態が著しく変化している

④ 医療処置が必要 (がん末期、感染症、褥瘡、在宅酸素など)

⑤ 服薬管理が必要

⑥ 福祉用具・住宅改修など環境整備が必要

⑦ 以下、介助が必要

・食事及び口腔ケア

・立位、歩行

・排泄(ポータブルトイレを使用含む)

・入浴、更衣

イ）上記以外で地域の見守りなどが必要な患者

① 日常生活は、ほぼ自立している認知症

② 独居で調理や掃除などの身の回りのことに援助が必要

③ 家族はいるが、高齢や疾患などにより介護力が弱い

④ 日常生活は、ほぼ自立しているがん患者等で、新たに

医療処置が必要または見込まれる

⑤ 内服薬の自己管理が難しい

⑥ 買い物や通院の支援が必要

⑦ 65歳以上で精神・知的障害がある

⑧ 生活困窮者

⑨ 虐待、もしくは虐待が疑われる

1項目でも該当すれば、

本人・家族に確認の上、

居宅介護支援事業所

（ケアマネジャー）

に相談

ケアマネジャーと連携をしましょう

1項目でも該当すれば、

本人・家族に確認の上、

地域包括支援センター

に相談 ＜P11参照＞

※ア）、イ）

で判断に迷う場合も含む

ケアマネジャーがいる場合

入退院支援ルール対象者

介護保険の申請(P3)とともに、
該当するア）、イ）の条件を確認し、
下記へ相談
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３

♢第2号被保険者(40歳から64歳で医療保険に加入し､下記の特定疾病(16種類)

により介護や支援が必要となった時に市の認定を受けた方)

♢第1号被保険者(65歳以上の方)

介護保険を利用する場合は、お住まいの市町村の窓口に要介護認定の申請を

行ってください

認定結果が出るまでには、おおよそ1か月かかります

介護保険に加入する方（被保険者）

サービスを利用するまでの流れ

介護保険申請の流れ

申請に必要なもの

要介護・要支援認定申請書

介護保険の保険者証

健康保険の保険者証（※第2号被保険者の場合）

本人や代理人の身元確認の書類 等

申請者

本人または、家族、成年後見人など

地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支
援事業者や介護保険施設などが代行できます

①がん
（医師が一般に認められている医学的知
見に基づき回復の見込みがない状態に
至ったと判断したものに限る）

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症

②関節リウマチ ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及
び糖尿病性網膜症③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靭帯骨化症 ⑬脳血管疾患

⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑭閉塞性動脈硬化症

⑥初老期における認知症 ⑮慢性閉塞性肺疾患

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
変性症及びパーキンソン病

⑯両側の膝関節または股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症
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５

日頃からそなえる

病院と在宅チームが

認識・方向性・力を

あわせる

退院に向けて心と

身体、療養環境を

ととのえる

退院後に必要な支援

が切れ目なく提供さ

れるよう病院から在

宅チームにつなぐ

【入退院支援の目指すべき姿】

利用者（患者）が入院した場合、その人らしい暮らしの場に戻るために、病院と在宅チームとの

協働が求められます。

また、退院後、再発・重度化を予防し、本人が望む在宅療養生活が継続できるよう、病院と在宅

チームが、互いの強みを活かしながら、地域全体で連携し、支援を行うことが大切です。

【入院を経てまた暮らしの場へ戻る際、大切にしたい視点】

本人家族の意向を基に、病院と在宅チームが協働（そなえる・あわせる・ととのえる・つなぐ）

していく視点で連携を深めましょう。

《退院》 《入院》
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ケアマネジャーに

連絡

看護師

（外来・病棟）

3～7日以内に

入院計画

必要に応じて病状
説明（IC）をする

概ね3日以内に退院
支援が必要な人を

抽出

（スクリーニング）

3日以内に病院へ
多職種から集約した

情報を提供

院内多職種カンファレンス （入院計画を確認）

退院前カンファレンス（病院から在宅チームへバトンタッチ）

診療情報提供書の

作成

要検討

・区分変更

・ケアプラン変更

・住宅改修

院内多職種による退院支援

・意思決定支援・自立支援・症状マネジメント

・在宅に向けた医療・ケアのアレンジ

・在宅医療体制の調整

・医療的ケアについて家族指導

・各種書類の準備

・ケアプランの立案

・サービス調整

必要書類を家族に

渡す

サービス担当者会議

あ
わ
せ
る

医師

ケアマネが
いない場合は

P2を参照し連絡

看護サマリーの

作成

必要に応じて、

ケアマネジャーに

連絡

６

元気に過ごせるよう健康管理に気をつける

病院と在宅チームが認識・方向性・力を合わせる

重度化を防止し再入院しないための支援を行う

専門職から集約
した情報も活用
してください

在宅チーム病院

MSW・看護師

（退院調整部門）
ケアマネジャー 多職種

1週間程度で

主治医意見書を

作成

退院に向け心身の状態・療養環境を整える
かかりつけ歯科医は

入院中も診察が
できます

薬剤師は薬の服薬
管理でチーム医療

に貢献します

支援が切れ目なく提供されるよう在宅チームへ繋げる

病院と在宅チームの
同職種連携・協働を

図りましょう

病院からの
情報を活用し

ましょう

そ
な
え
る

つ
な
ぐ
（
退
院
時
）

と
と
の
え
る
（
入
院
期
間
中
）

あ
わ
せ
る
（
入
院
時
）

そ
な
え
る

(必要時)訪問診療医
へつなぐ

「あんしんセット」の準備
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加
算

入
院

時
支

援
加

算
1

2
30

点
入

院
時

支
援

加
算

2
2
00

点
入

院
予

定
の

患
者

に
対

し
、

入
院

中
に

行
わ

れ
る
治

療
の

説
明

等
を

入
院

前
の

外
来

に
お

い
て

実
施

+地
域

連
携

診
療
計

画
加

算
30

0点
（

入
退

院
支

援
加

算
）

+地
域

連
携

診
療
計

画
加

算
50

点
（

診
療

情
報
提

供
料

Ⅰ
）

退
院

・
退

所
時

加
算

入
院

時
情

報
連

携
時

加
算

(Ⅰ
)入

院
後

3日
以

内
2
0
0単

位
/月

(Ⅱ
)入

院
後

7日
以

内
1
0
0単

位
/月

緊
急

時
等

居
宅

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
加

算
20

0
単

位
（

月
2回

）

歯
科

診
療

情
報

提
供

料
Ⅰ

25
0
点

入
院

時
に

歯
科

医
か
ら

病
院

へ
診

療
情

報
提

供
料

を
実

施

薬
剤

師
退

院
時

共
同

指
導

料
6
00

点
（

入
院

中
1
回

）
退

院
後

の
訪

問
薬

剤
指

導
を

行
う

薬
局

薬
剤

師
が

、
療

養
上

の
必

要
な

説
明

・
指

導
を

医
師

等
の

職
種

3
名

以
上

と
共
同

し
て

実
施

在
宅

医
退

院
時

共
同

指
導

料
1

1
50

0点
（

入
院

中
1
回

）
病

院
の

医
師

等
と

在
宅

医
が

共
同

で
退

院
後

の
療

養
上

必
要

な
説

明
・

指
導

を
実

施

訪
問

看
護

・
定

期
巡

回
・

看
護

小
規

模
多

機
能

（
介

）

退
院

時
共

同
指

導
加

算

60
0
単

位
（

病
院

内
で

の
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

）

退
院

時
に

共
同
指

導
を

行
っ

た
後
に

、
初

回
の

指
定

訪
問

看
護

を

実
施

病
院

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
多

職
種

入
院
前
又
は
入
院
早
期
か
ら
医
療
と
介
護
が
連
携
し
て
退
院
支

援
を
行
う
こ
と
が
、
病

院
か
ら
地
域
へ
の
切
れ
目
の
な
い
支
援
に

つ
な
が
る
た
め
国
が
加
算
を
作
り
ま
し
た
。

加
算
が
取
れ
る
環
境
は

ス
ム
ー
ズ
な
連
携
に
繋

が
っ
て
い
き
ま
す
。

主
な

関
係

報
酬

の
み

を
掲

載
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

算
定

に
当

た
っ

て
は

最
新

の
算

定
要

件
・

施
設

基
準

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

【
参

考
】

入
退

院
支

援
に

お
け

る
連

携
・

調
整

に
関

す
る

診
療

報
酬

・
介

護
報

酬
に

つ
い

て 令
和

5年
7月

時
点

訪
問

看
護

（
医

）
退

院
時

共
同

指
導

加
算

（
訪

問
看

護
管

理
療

養
費

）

80
0
点

（
1回

の
入

院
に

つ
き

1回
）

７
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連携は、心配り から

医療と介護の関係者がよりスムーズに連携していくには、お互いの立場を理解し、

思いやりを持って行動することが大切です。

相互の信頼関係を深めるために、普段からコミュニケーションを心掛け、顔の見

える関係を築いていきましょう。

８

多職種の連携にあたっての心構え

① 思いやりを持ち、丁寧な対応を心がけましょう

② お互いの視点を大切に、わかりやすく相手に伝えましょう

・相手が必要としている正確な情報を、なるべく専門用語を使わずに伝えましょう

・５Ｗ１Ｈを意識し結論から伝えましょう

・どの程度急ぐ要件か伝えましょう

③ 地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口)を活用しましょう＜Ｐ10参照＞

対応困難な時は、利用者（患者）のお住まいの地区を担当している地域包括支援

センターに相談しましょう。

全ての職種のみなさまへ
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９

① 利用者の情報を取り扱う際には本人・家族から了承を得ましょう

② 医療機関の訪問に際しては、事前に相手方の予定を確認しましょう

③ 受診同行の際には受付時に名刺を添え、診察の場面では氏名・所属・職種・

目的を伝えましょう

④ 退院時カンファレンスの内容などは各サービス担当者と情報共有しましょう

① 患者（利用者）の在宅療養生活は、医師の作成する書類から始まります

・主治医意見書

・訪問看護指示書

・訪問リハビリテーション指示書 など

① 入院中から在宅生活をイメージした支援を心がけましょう

患者・家族は退院したその日から療養生活が始まります。その人の日常生活に

合わせた支援をしていきましょう。ご家族にも指導をお願いします。

② 退院日の目途を早めにケアマネジャーに知らせましょう

③ 必要な書類はケアマネジャーと確認しましょう

退院時に必要な書類をお互いに確認しましょう。

④ 地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口)を利用しましょう＜Ｐ10参照＞

退院後、介護が必要になる患者（利用者）は、お住まいの地区を担当している

地域包括支援センターに相談しましょう。

医師のみなさまへ

ケアマネジャーのみなさまへ

病院スタッフのみなさまへ
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地域包括支援センターとは

高齢者等に必要な援助・支援を総合的に行う、市の委託機関です。保健師または看護師、

主任ケアマネジャー、社会福祉士を配置し、専門性を活かして支援を行っています。

業務内容

例えば、どんな支援をしているの？

【虐待に関する相談支援を行います】

高齢者虐待を発見した場合には、速やかに行政や地域包括支援センターへ通報しな

ければなりません。また、虐待かどうか迷う場合にもご連絡をお願いします。

１０

地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です。

※地区ごとに担当が異なります。P11を参照ください。

総合相談

健康、介護、生活のことなど様々

な相談を受け、対応しています。

必要に応じて訪問も行います。

介護予防ケアマネジメント

要介護認定で「要支援１・２」と

認定された方または、基本チェック

リストにより「事業対象者」と判定

された方の介護予防ケアプランを作

成します。また、介護が必要な状態

にならないよう介護予防教室等の紹

介を行います。

包括的・
継続的ケアマネジメント

高齢者が暮らしやすい地域にする

ため、さまざまな機関と連携し、

ネットワークづくりを行っています。

また、ケアマネジャーに対する支

援も行います。

権利擁護

消費者被害や高齢者虐待の防

止など、高齢者の権利を守るた

めの支援を行います。

【要介護認定の代行申請を行います】
介護保険サービスを利用するには、申請が必要です。基本的にはご家族等が行いま

すが、独居や家族での対応が難しい方は、地域包括支援センターで代行することが

できます。

【対応困難なケースについて、一緒に検討します】

身体的、経済的な問題など、多問題を抱えた高齢者への支援は困難が予想されます。

一人で抱えず、ご相談ください。また、地域ケア会議を活用することも可能です。
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名称 所在地（越谷市）
電話番号
（048）

ＦＡＸ
（048）

担当地区

1 桜井
下間久里792-1
（桜井地区センター・公民館内）

970-2015 970-2016
大里、下間久里、
上間久里、大泊、平方、
平方南町、千間台東

2 新方
大吉470-1
（新方地区センター・公民館内）

977-3310 940-3339
弥十郎、大吉、向畑、
北川崎、大杉、大松、
船渡、弥栄町

3 増林
増林3-4-1
（増林地区センター・公民館内）

963-3331 940-0145
花田、増林、増森、中島、
東越谷1～4、6～10丁目

4

大袋 大竹831-1 971-1077 970-1166 恩間、大竹、大道、
三野宮、恩間新田、袋山、
大林、大房、千間台西せんげん台

出張所
千間台西5-26-15 940-1315 940-1315

5 荻島・北越谷
南荻島190-1
（荻島地区センター・公民館内）

978-6500 940-1140
野島、小曽川、砂原、
南荻島、西新井、北後谷、
長島、北越谷

6 出羽
七左町4-248-1
（出羽地区センター・公民館内）

985-3303 988-8866

七左町1、4～8丁目、
大間野町、新川町、
宮本町、神明町、谷中町、
新越谷2丁目

7 蒲生
登戸町33-16
（蒲生地区センター・公民館内）

985-4700 972-6070

瓦曽根1～2丁目、登戸町、
蒲生東町、蒲生寿町、
蒲生旭町、蒲生本町、
蒲生愛宕町、蒲生南町、
南町、蒲生、蒲生西町、
南越谷1丁目

8 川柳
川柳町2-507-1
（老人福祉センターひのき荘内）

990-0753 971-5310
伊原、川柳町、
レイクタウン7丁目

9 大相模
相模町3-42-1
（大相模地区センター・公民館内）

993-4258 993-4259

西方、相模町、大成町、
東町、流通団地、
レイクタウン1～6丁目、
8～9丁目

10 大沢
東大沢1-12-1
（大沢地区センター・公民館内）

972-4185 972-4186
大沢、大沢1～4丁目、
東大沢

11 越ヶ谷
越ヶ谷4-1-1
（越谷市中央市民会館）

966-1851 965-3855

越ヶ谷、御殿町、柳町、
越ヶ谷本町、中町、
弥生町、東越谷5丁目、
赤山町1～2丁目、
赤山本町、宮前

12 南越谷
南越谷4-21-1
（南越谷地区センター・公民館内）

999-6651 999-6678

瓦曽根3丁目、
南越谷2～5丁目、
赤山町3～5丁目、
蒲生茜町、新越谷1丁目、
東柳田町、元柳田町

令和３年９月１日現在
【越谷市地域包括支援センター】

１１
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市民が住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう

「入退院支援・日常療養生活支援・急変時の対応・看取り」体制を構築します。

連絡はこちら！！

１２

電 話 ： 048-910-9140（相談受付時間 平日9：00～17：30）

ＦＡＸ ： 048-910-9141

アドレス ： renkei@koshigaya-med.or.jp

在宅医療連携拠点

「越谷市医療と介護の連携窓口」

～多職種のチームワークが深まるよう支えます～

訪問診療医の在宅療養支援ベッド調整

情報共有・連携推進（ＭＣＳ:メディカル・ケア・ステーション）

スムーズな多職種連携に向けた対応策の検討や研修会の企画・開催

医療介護福祉職・地域包括支援センター等の相談窓口

人生の最終段階における意思決定支援の普及 等

・訪問診療を受けて在宅療養生活をしている方が脱水や肺炎等で入院加療や

レスパイト（介護者の休養）が必要な時に利用できるシステムです。

・５病院（市川胃腸科外科病院・慶和病院・越谷誠和病院・十全病院・新越谷病院）が

輪番制で対応。365日（１日１床）ベッドが確保されています。

＜主な業務内容＞

・医療介護現場がリアルタイムにつながる多職種連携ツールです。無料。

・非公開型（招待制）の高セキュリティで安心です。

※登録は越谷市医療と介護の連携窓口までご連絡ください。
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「越谷市医療と介護の連携窓口」ホームページ

市役所

後方支援ベッド受け入れ病院

入所施設

退院時カンファレンス

ケアマネジャー

地域包括支援センター

越谷市医療と介護の連携窓口

在宅介護が必要なら 入院加療が必要なら

埼玉県の在宅医療

病院と有床診療所

介護保険サービス提供事業者

住みよい地域で
いつまでも
生活するために

事業所の方はこちら をクリックするとパスワードで
以下の専用ページに入れます

お知らせ 医療と介護の
連携窓口便り

後方支援ベッド
輪番表

後方支援ベッド
利用可能な
患者登録用紙

医療介護専用ＳＮＳ
「ＭＣＳ登録」

について
その他

管轄市町村 名称 電話番号

春日部市 春日部市地域包括ケアシステム推進センター 048-745-8651

吉川市、松伏町 吉川松伏在宅医療サポートセンター 048-940-8375

三郷市 三郷市在宅医療・介護連携サポートセンター 048-949-6119

草加市、八潮市 草加八潮医師会在宅医療サポートセンター 048-959-9972

川口市 川口市在宅医療サポートセンター 048-229-7670

近隣の「在宅医療連携拠点」

１３

チームで支える在宅医療
人生の最終段階にむけた医療・ケア
埼玉の在宅医療連携拠点

※事業者一覧は
毎月更新あり

訪問診療医
歯科医師
薬剤師
看護師
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

…クリックで

リンク先へ

86



医療機関名 担当部署
住所

（越谷市）

獨協医科大学
埼玉医療センター

総合患者支援センター
〒343-8555
南越谷2-1-50

越谷市立病院 医療連携室
〒343-8577
東越谷10-32

越谷誠和病院
地域連携・医療福祉相談室
在宅支援部 入退院支援

〒343-0856
谷中町4-25-5

新越谷病院
医療相談室
医療連携室

〒343-0815
元柳田町6-45

十全病院 医療相談室
〒343-0807
赤山町5-10-18

慶和病院 医療連携室
〒343-0041
千間台西2-12-8

市川胃腸科外科病院 医事課
〒343-0023
東越谷7-2-5

リハビリテーション
天草病院

総合相談部
〒343-0002
平方343-1

埼玉東部循環器病院 医療相談・地域医療連携室
〒343-0025
大沢3187-1

順天堂大学医学部附属
順天堂越谷病院

地域医療連携室
医療福祉相談室

〒343-0032
袋山560

北辰病院 医療連携室
〒343-0851
七左町4-358

南埼玉病院 入院・受診相談担当窓口
〒343-0012
増森252

レイクタウン
整形外科病院

なし
〒343-0828
レイクタウン
5-13-6

越谷市内病院連携窓口リスト
令和5年7月7日現在

１４

※越谷市保健所管内の病院に、リスト掲載の照会を行い、
同意を得られた病院のみ掲載しています
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１５

「通院・入院時 あんしんセット」について

医療機関やケアマネジャーは、利用者（患者）が通院や入院時に必要なものを

あらかじめ準備しておくように、本人や家族に啓発しましょう。

①「通院・入院時あんしんセット」（以下、「あんしんセット」） は、日ごろから通院

や入院時に必要なものをご自身で分かりやすい袋やケースにまとめて準備しておきま

しょう。

②「あんしんセット」を準備しておくと、医療機関とケアマネジャーで速やかな連携を

図ることで、スムーズな通院、入院につながります。

③ 誰が見てもわかりやすい「あんしんセット」を活用することで、もしもの時に慌てず、

情報共有を図ることができます。

－裏－－表－

啓発内容
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１６

越谷市入退院支援ルール 策定経過 令和4年2月10日現在

＜世話人会 メンバー＞
越谷市医師会 越谷市医療と介護の連携窓口
越谷市歯科医師会
越谷市薬剤師会
越谷市介護保険サービス事業者連絡協議会
越谷市リハビリテーション連絡協議会
越谷市訪問看護ステーション連絡協議会
越谷ケアマネの会 “ひだまり”
獨協医科大学埼玉医療センター 総合患者支援センター
越谷市立病院 医療連携室
埼玉県立大学
越谷市 地域共生部 地域共生推進課 地域包括ケア課 介護保険課

保健医療部 地域医療課
消防局 救急課

※協議内容は越谷市医療と介護連携の会「世話人会」(年4回）にて結果報告

日にち 内 容

R2.4 ♢埼玉県保健医療部医療整備課より「地域における入退院支援ルール作成の進め方」通知

R2.5 ♢越谷市における入退院支援ルール作成の課題と進め方について協議

R2.10
♢「越谷市入退院支援ルール作成に関するアンケート調査」市内118か所

対象：病院・診療所・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーション・地域包括支援センター

R2.11

♢第1回ケアマネ意見交換会
メンバー：
市内居宅介護支援事業所 ケアマネジャー 8名
越谷市医療と介護の連携窓口

R2.12

♢第1回越谷市入退院支援ルール意見交換会
メンバー：
越谷市内 4病院 看護師、ソーシャルワーカー
市内居宅介護支援事業所ケアマネジャー 8名
越谷市役所 福祉部 地域包括ケア推進課(現 地域共生部 地域共生推進課)
越谷市医療と介護の連携窓口

R3.1 ♢第2回ケアマネ意見交換会

R３.１ ♢第2回越谷市入退院支援ルール意見交換会

R3.3 ♢第3回越谷市入退院支援ルール意見交換会

R3.8 ♢越谷市リハビリテーション連絡協議会と意見交換会

R3.8 ♢第4回越谷市入退院支援ルール意見交換会

R3.9 ♢越谷市薬剤師会と意見交換会

R3.10 ♢令和3年度 第1回越谷市地域包括ケア推進協議会

R4.2 ♢令和3年度 第2回越谷市地域包括ケア推進協議会

89



MEMO

90



「越谷市入退院支援ルール」は市ホームページからもダウンロードできます

編集発行 : 越谷市 保健医療部 地域医療課

越谷市東越谷10-3１（越谷市保健センター内）

TEL:048-972-4777

越谷市医療と介護の連携窓口

越谷市東越谷10-3１（越谷市医師会内）

TEL:048-910-9140
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※補足説明

・関係者の皆様には、利用者（患者）が通院や入院時に必要なものをあらかじめ準
備しておくように、本人や家族に啓発をお願いします。

・「通院・入院時あんしんセット」のチラシ、ポスター、カードを作成しました。
必要な方は、越谷市医療と介護の連携窓口（電話：048-910-9140）で配布していま
す。また、チラシとポスターは越谷市ホームページからもダウンロードできます。
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（生活保護法に基づく一般指導） 

 

生活保護法による指定介護機関のみなさまへ 

 
生活保護法による介護扶助の実施にあたっては、生活保護制度の趣旨を十分ご理解いた

だくとともに、以下の点に留意の上、介護サービスの提供等に努めていただきますようお

願いいたします。また、「指定介護機関のしおり」及び「指定後の届出事項」を併せてご確

認ください。 

 

（１） 介護券 

 介護券は、指定介護機関に対しケアプランまたは施設入所契約書に基づき発行します。

介護券は１ヶ月単位で発行され、券面には有効期間や生活保護受給者の氏名、受給者番

号等が記載されているものです。介護報酬の請求時には、介護券に記載されている情報

が必要となりますので、介護券を受領してから、国保連に介護報酬を請求してください。

なお、介護券については請求完了後５年間保管してください。 

 

※介護券に記載されている「公費負担者番号」「本人支払額」「受給者番号」の転記誤りが

多くなっています。介護給付費明細書には、介護券に記載された番号を毎月確認のうえ、

転記するようにお願いいたします。 

 転記誤りをしても、いずれも返戻となることはありませんが、公費負担者番号を誤った

場合、越谷市以外の福祉事務所が介護扶助費を負担することとなるため過誤申立が必要に

なります。また、本人支払額を誤って請求した場合も過誤申立が必要となります。受給者

番号については、基本的に月毎に変更することはありませんが、世帯状況の変動により受

給者番号が変わることがあります。受給者番号を誤った場合、確認作業に支障をきたすた

め、誤りのないようご協力をお願いします。 

 

（２） 本人支払額 

生活保護受給者に一定程度の収入があるために、介護費用の一部を受給者本人が支払

う場合があります。このような場合には、その金額が「本人支払額」として介護券に記

入されていますので、その金額を生活保護受給者本人から徴収してください。なお、国

保連に提出する介護給付費明細書については、「公費分本人負担」の欄に金額を記載し、

その金額を差し引いた額を公費請求額として記載してください。   

 

 

 

95



（３）施設等で金銭管理を行う場合の留意事項（令和６年度より追加） 

 金銭及び貴重品（通帳及び印鑑等）を施設にて管理する場合には、生活保護受給者の

方及び親族等と金銭等管理について、管理方法の説明及び書面等による契約を適切に行

うようにしてください。 

また、生活保護受給者の方は、少なくとも年に１度、資産申告書と収入申告書の提出

が義務となっています。その際、通帳履歴の写し（直近１年分）の添付と所持金の記入

が必要となりますので、通帳はこまめに記帳していただき、現金は出納簿などによる収

支管理を徹底してください。 

併せて、将来的なことを想定した貯蓄（退去費用の精算や葬祭費用等）を月々行って

いただけるような、収支管理にも御理解、御協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

越谷市生活福祉課 介護事務担当 

TEL：０４８－９６３－９１６２ 
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指定介護機関のしおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

越谷市福祉事務所 
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１ 生活保護制度について 
 
（１） 生活保護法 
  生活保護法は、憲法第２５条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対

し困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自

立を助長することを目的として制定された制度です。 
 
（２） 介護扶助 

① 介護扶助の給付範囲 
   介護扶助の給付範囲については、介護保険法に定められた給付内容と同一の内容と

なります。 
② 介護扶助の対象者 

生活保護受給者のうち、要介護（要支援）の認定を受けた者、または基本チェック

リストにより事業対象者となった者が介護扶助の対象者となります。対象者の区分と

費用割合は以下のとおりです。 

区分 対象者 費用負担の割合  

第１号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上

の者 

介護保険給付（９

割） 

介護扶助

（１割） 

第２号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上

65歳未満の、医療保険（社会保険）加入者

で、特定16疾病により介護を要する状態に

ある者 

介護保険給付（９

割） 

介護扶助

（１割） 

被保険者以外の

者（被保険者番号

がHで始まる者） 

市町村の区域内に住所を有する40歳以上

65歳未満の、医療保険未加入者で、特定

16疾病により介護を要する状態にある者 

介護扶助（１０割） 

※介護保険給付なし 

③ 介護扶助の方法 
 介護扶助の給付は、原則として現物給付で行われます。指定介護機関は福祉事務所

から届く「介護券」に記載された情報をもとに、介護保険給付・介護扶助費の両方を

あわせて、国民健康保険団体連合会（国保連）に対して請求することになります。 
④ 福祉用具購入・住宅改修 

   福祉用具購入及び住宅改修については、介護保険法の例により支給限度額の範囲内

で、必要最小限度の額を給付します。原則として、生活保護受給者からの申請に基づ

き、生活保護受給者に対して金銭給付することとされています。 
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２ 指定介護機関の遵守事項 
 指定介護機関は、以下の事項を守っていただくことになります。 
 
（１） 介護担当義務 

① 指定介護機関は懇切丁寧に生活保護受給者への介護を担当しなければなりません。 
② 「生活保護法第５４条の２第５項において準用する同法第５２条第２項の規定に

よる介護の方針及び介護の報酬」の定めに従わなければなりません。 
 

◎「生活保護法第５４条の２第５項において準用する同法第５２条第２項の規定による介

護の方針及び介護の報酬」の内容について（要約） 
・特別な居室の提供を行わない。 

→生活保護受給者の場合、基本的には多床室を利用することになります。個室の利用に

際しては認められない場合がありますので、生活保護受給者を担当するケースワーカ

ーにご相談ください。 
・基準費用額を超える居住費（滞在費）・食費の提供を行わない。 

→居住費（滞在費）・食費については、生活保護受給者は基準費用額を超える居住費（滞

在費）・食費の提供を受けることはできません。また、基準費用額を超える分について、

利用者に自己負担させることもできません。 
 
（２） 指導等に従う義務 

① 指定介護機関は生活保護受給者の介護について、越谷市長の行う指導に従わなけれ

ばなりません。 
② 指定介護機関に対して実施される個別指導を受けなければなりません。 
③ 指定介護機関は、介護サービスの内容及び介護報酬の適否について越谷市長から報

告を求められた場合には、報告命令に従わなければなりません。 
 

（３） 届出の義務 
  指定介護機関は、届け出ている事項に変更等があった場合には、速やかに越谷市長あ

てに届出を行う必要があります。届出が必要な場合は別紙をご参照ください。 
 
（４） その他 

① 他法優先 
   介護保険の被保険者である生活保護受給者の場合は、介護保険及び介護扶助が障害

者施策に優先しますが、被保険者でない生活保護受給者（被保険者番号が H で始まる

者）については、障害者施策が介護保険及び介護扶助に優先します。 
   この場合には障害者施策で賄いきれない分が介護扶助として利用できます。 
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② ケアプランの写しの越谷市福祉事務所への提出 
   介護券を発行する際に必要な書類となりますので、プランを作成した場合は越谷市

福祉事務所へ写しの提出をお願いします。 
③ プライバシーの保護について 

越谷市福祉事務所では、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）の方へ生活保

護受給者に関する情報提供を行うにあたり、あらかじめ本人から同意書を徴収するな

どして慎重な対応を図っています。被保護者のプライバシー保護について十分な配慮

をお願いします。 
 
３ 指定介護機関に対する指導及び検査 
 
（１） 指定介護機関に対する指導 

① 目的 
   指定介護機関に対する指導は、生活保護受給者に対する援助の向上と自立助長に資

するため、法による介護の給付が適正に行われるよう、制度の趣旨、介護扶助に関す

る事務取扱等の周知徹底を図ることを目的としています。 
② 対象 

   すべての指定介護機関 
③ 内容及び方法 

ア 一般指導 
    法に基づく命令・告示及び通知に定める事項について、その周知徹底を図るため、

講習会・懇談・広報・文書等の方法により行います。 
イ 個別指導 

    本市職員により、生活保護受給者の介護給付に関する事務及び給付状況等につい

て介護記録その他の帳簿等を閲覧し、懇談指導を行います。なお、個別指導を行っ

たうえ、特に必要があると認められるときは、生活保護受給者についてその介護サ

ービスの受給状況等を調査することができるものとなっています。 
 
（２） 指定介護機関に対する検査 

① 目的 
   指定介護機関に対する検査は、生活保護受給者に係る介護サービスの内容及び介護

報酬請求の適否を調査して介護の方針を徹底し、介護扶助の適正実施を図ることを目

的としています。 
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② 対象 
   個別指導の結果、検査を行う必要があると認められる指定介護機関および個別指導

を受けることを拒否する指定介護機関。ただし、上記以外の指定介護機関であって、

介護サービスの内容または介護報酬請求に不正または不当があると疑うに足りる理由

があって、直ちに検査を行う必要がある場合も対象になります。 
③ 内容及び方法 
 生活保護受給者に係る介護サービスの内容及び介護報酬請求の適否について、介護

給付費公費受給者別一覧表と、介護記録その他の帳簿書類の突合、設備等の調査によ

り実地にて行います。 
 

４ 介護報酬の請求手続き 
越谷市福祉事務所から送付される介護券に記載されている事項を、介護報酬請求明細書

に転記し、国民健康保険団体連合会（国保連）へ請求してください。 
 

（１） 居宅介護支援費・介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費の請求 
  居宅介護支援費・介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費については、介護保

険の被保険者である場合は、全額が介護保険から給付されます。 
一方、介護保険の被保険者以外の者（被保険者番号が H で始まる者）の場合には、全

額が介護扶助で支払われます。この場合には、越谷市福祉事務所に対し、「介護券」の発

行を請求してください。 
 

（２） 上記以外の介護サービスの請求 
 サービス提供事業者、介護保険施設の介護報酬については、越谷市福祉事務所が発行

した「介護券」に記載された情報をもとに介護給付費明細書を作成し、国保連へ請求し

てください。 
 
（３） 介護券 

 介護券は、指定介護機関に対しケアプランまたは施設入所契約書に基づき発行します。

介護券は１ヶ月単位で発行され、券面には有効期間や生活保護受給者の氏名、受給者番

号等が記載されているものです。介護報酬の請求時には、介護券に記載されている情報

が必要となりますので、介護券を受領してから、国保連に介護報酬を請求してください。

なお、介護券については請求完了後５年間保管してください。 
 
※介護券に記載されている「受給者番号」「公費負担者番号」「保険者番号」の転記誤りが

多くなっています。介護給付費明細書には、介護券に記載された番号と、介護保険被保険

者証に記載された番号を毎月確認のうえ、転記するようにお願いいたします。 
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（４） 本人支払額 
生活保護受給者に一定程度の収入があるために、介護費用の一部を受給者本人が支払

う場合があります。このような場合には、その金額が「本人支払額」として介護券に記

入されていますので、その金額を生活保護受給者本人から徴収してください。なお、国

保連に提出する介護給付費明細書については、「公費分本人負担」の欄に金額を記載し、

その金額を差し引いた額を公費請求額として記載してください。 
  また、本人支払額については、介護保険の被保険者の場合は１５，０００円が上限と

なります。この金額を超えて介護券に本人支払額が記載されている場合（施設サービス

の場合）には、１５，０００円を超えた金額を、①食費②居住費（滞在費）の順番に充

当してください。 
 
（５） 食費・居住費（滞在費）の取扱い 
  食費・居住費（滞在費）については、生活保護受給者に対して基準費用額及び利用者

負担限度額を超える費用を請求することはできません。生活保護受給者が介護保険の被

保険者である場合には、下表の第１段階の負担額（塗潰し部分）が適用されることにな

ります。 

特養 老健・療養 特養 老健・療養

国の定める基準費用額 855円 377円 1,171円 1,668円 1,668円 2,006円 1,445円

被保険者である生活保
護受給者の利用者負担

限度額
0円 0円 320円 490円 490円 820円 300円

補足給付（介護保険給
付として施設へ支払わ

れる額）
855円 377円 851円 1,178円 1,178円 1,186円 1,145円

食費
（日額）

多床室 従来型個室 ユニット型
準個室

ユニット型
個室

居住費（滞在費）（日額）

 
                   
※生活保護受給者の場合、原則多床室の利用となります。個室の利用に際しては、事前に

福祉事務所との協議が必要となるため、利用前にご相談ください。 
 
※生活保護受給者が被保険者以外の者（被保険者番号が H から始まる者）である場合には、

基準費用額の範囲内で本人と契約した全額が適用されることとなります。 
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５ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律 
（１） 同法の趣旨 
 この制度は、先の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、

引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等及び特定配偶者

（以下、中国残留邦人等）を対象として実施されている制度です。 
 中国残留邦人等に対し、老齢基礎年金を満額支給してもなお生活の安定が十分図れない

場合に、その本人及び配偶者に給付金（支援給付）が支給される制度です。支援給付は生

活保護法に準じた取扱いをすることとなっています。 
 
（２）指定介護機関の指定等 
 中国残留邦人等に対し介護保険サービスを提供するにあたっては、同法による指定を受

ける必要がありますが、同法による指定については、生活保護法による指定を兼ねるもの

とされているため、事業者が別途申請等を行う必要はありません。 
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